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規

則

■群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
六
号

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
群
馬
県
森
林
環
境
部
環
境
局
自
然
環
境
課
野
生
動
物
係
長
」
を
「
群
馬
県
環

境
森
林
部
自
然
環
境
課
野
生
動
物
係
長
」
に
、
「
群
馬
県
森
林
環
境
事
務
所
」
を
「
群
馬
県
環
境
森

林
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
項
第
三
号
」
を
「
第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
第
八
号
中
「
使
用
し
て
条
例
」
を
「
使
用
し
、
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
法
第
七
百
六
十
一
条
に
規
定
す
る
地
方
税
共
同
機
構
を
経
由
し
て
条

例
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
附
則
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
利
用

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅

券
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
の
証
明
力
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
に
規
定
す
る
国
際

競
技
大
会
の
ゴ
ル
フ
競
技
の
準
備
及
び
運
営
を
行
う
者
が
発
行
す
る
当
該
国
際
競
技
大
会
の
参

加
選
手
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

第
四
十
二
条
の
十
五
中
「
第
百
四
十
七
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
八

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
十
八
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
手
帳
の
余
白
に
受
理
印
を
押
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
受
理
印
の
押
印

に
代
え
て
、
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
古
物
営
業
」
を
「
第
三
条
の
規

定
に
よ
り
古
物
営
業
」
に
、
「
平
成
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
」
を
「
平
成
三

十
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
」
に
、
「
古
物
営
業
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
古
物

営
業
法
第
三
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
四
十
二
条
の
十
八
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
受
理
印
の
押
印
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
十
条
の
表
中

「

第
四
十
三
号
様
式

予
納
申
出
書

法
第
十
七
条
の
三
第
一
項

を

」

「

第
四
十
三
号
様
式

予
納
申
出
書

法
第
十
七
条
の
三
第
一
項

に
、

第
四
十
三
号
の
二

災
害
等
に
よ
る
期
限
の
延
長

条
例
第
二
十
一
条
第
三
項

様
式

申
請
書

」

「

第
四
十
五
号
様
式

納
税
証
明
請
求
書

法
第
二
十
条
の
十
第
一
項

等

第
四
十
五
号
の
二

納
税
証
明
書

様
式

を

第
四
十
五
号
の
三

納
税
証
明
書

様
式

」

「

第
四
十
五
号
様
式

納
税
証
明
請
求
書

法
第
二
十
条
の
十
等

第
四
十
五
号
の
二

納
税
証
明
書

様
式

に
改
め
、
同
表

第
四
十
五
号
の
三

納
税
証
明
書

様
式

」

第
七
十
六
号
の
十
様
式
の
項
中
「
第
七
十
条
第
六
項
」
を
「
第
七
十
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
第

百
十
号
様
式
の
項
中
「
第
百
四
十
七
条
の
十
九
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
八
第
二
項
」
に

改
め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
二
様
式
の
項
中
「
及
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
」
を
「
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
」
に
改
め
る
。

第
七
号
の
二
様
式
裏
面
及
び
第
八
号
の
二
様
式
裏
面
中
「

商
工

組
合

中
央

金
庫

」
を
削
る
。

、

第
九
号
様
式
（
第
九
号
様
式
の
個
人
の
事
業
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「及

び
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ

ード

」
を
「

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ード
及

び
ス

マ

ート
フ

ォ
ン

ア
プ
リ

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
九
号

、

様
式
の
個
人
の
事
業
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央
金

庫

」
を
削
る
。

、

第
十
号
様
式
（
第
十
号
様
式
の
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「及

び
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ

ード

」
を
「

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ード
及

び
ス

マ

ート
フ

ォ
ン

ア
プ
リ

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
号

、

様
式
の
不
動
産
取
得
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央
金

庫

」
を
削
る
。

、

第
十
号
の
二
様
式
（
第
十
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
及
び
第
十
号
の
三
様
式

（
第
十
号
の
三
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央

金
庫

」
を
削
る
。

、
第
十
一
号
様
式
（
第
十
一
号
様
式
の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「及

び
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ

ード

」
を
「

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ード
及

び
ス

マ

ート
フ

ォ
ン

ア
プ

リ

」
に
改
め
、
同
様

、

式
（
第
十
一
号
様
式
の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央

金
庫

」
を

、

削
る
。

第
十
一
号
の
三
様
式
中
「

商
工

組
合
中

央
金

庫

」
を
削
る
。

、
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第
十
二
号
様
式
（
第
十
二
号
様
式
の
鉱
区
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「及

び
P
a
y
-
e
a
s
y

（ペ
イ

ジ

ー
）
」
を
「

P
a
y
-
e
a
s
y

（ペ
イ

ジ

ー
）及

び
ス

マ

ート
フ

ォ
ン

ア
プ

リ

」
に
改
め
、
同
様
式

、

（
第
十
二
号
様
式
の
鉱
区
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合
中

央
金

庫

」
を
削
る
。

、

第
十
二
号
の
二
様
式
（
第
十
二
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
二
号
の
四
様

式
（
第
十
二
号
の
四
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
三
号
様
式
（
第
十
三
号
様
式
第
一

片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
三
号
の
二
様
式
（
第
十
三
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏

面
）
、
第
十
四
号
様
式
（
第
十
四
号
様
式
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
五
号
様
式
（
第
十
五
号
様
式
第

一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
五
号
の
二
様
式
（
第
十
五
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の

裏
面
）
及
び
第
十
六
号
様
式
（
第
十
六
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
、

央
金

庫

」
を
削
る
。

第
十
六
号
の
二
様
式
（
第
十
六
号
の
二
様
式
の
個
人
の
事
業
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「及

び
ク

レ
ジ
ッ

ト
カ

ード

」
を
「

ク
レ
ジ

ッ
ト

カ

ード
及

び
ス
マ

ート
フ
ォ

ン
ア

プ
リ

」
に
改
め
、
同
様

、

式
（
第
十
六
号
の
二
様
式
の
個
人
の
事
業
税
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

商
工
組

合
中

央
金

庫

」
を
削

、

る
。第

十
六
号
の
三
様
式
（
第
十
六
号
の
三
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「及

び
ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ード

」
を
「

ク
レ
ジ

ッ
ト

カ

ード
及
び

ス
マ

ート
フ
ォ

ン
ア

プ
リ

」
に
改
め
、

、

同
様
式
（
第
十
六
号
の
三
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央

金
、

庫

」
を
削
る
。

第
十
六
号
の
五
様
式
（
第
十
六
号
の
五
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「及

び
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ

ード

」
を
「

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ード
及

び
ス

マ

ート
フ

ォ
ン

ア
プ

リ

」
に
改
め
、

、

同
様
式
（
第
十
六
号
の
五
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央
金

、

庫

」
を
削
る
。

第
十
六
号
の
七
様
式
（
第
十
六
号
の
七
様
式
の
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「及

び
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ

ー

ド

」
を
「

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ード
及

び
ス

マ

ート
フ

ォ
ン

ア
プ

リ

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
六
号

、

の
七
様
式
の
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央

金
庫

」
を
削
り
、
「法

人
の

事
業

税
及

び

」

、

の
次
に
「特

別
法

人
事

業
税

又
は

」
を
、
「
法
人
の
事
業
税
・
」
の
下
に
「
特
別
法
人
事
業
税
又

は
」
を
加
え
る
。

第
十
七
号
様
式
（
第
十
七
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
裏
面
）
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
（
第
十

七
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

商
工

組
合

中
央

金
庫

」
を
削
る
。

、

第
四
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第４３号の２様式（規格Ａ４）

受 付 番号

災害等による期限の延長申請書

（県税条例第２１条第３項の規定による申請書）

群馬県知事あて 申請年月日 年 月 日

住 所 又 は 所 在 地

電話番号 （ ）
申 請 者

氏 名 又 は 名 称
印

及 び 代 表 者 名

県税条例第２１条第３項の規定により、次のとおり県税に係る申告、申請、請求その他書類

の提出（審査請求に関するものを除く。）又は納付若しくは納入に関する期限の延長を申請し

ます。

申 請 に 係 る 行 為 の 種 類 申告・申請・請求・納付(入)・その他（ ）

年度 事 業 年 度 （ 期・月） 税 目 税 額

円

円

円

申 請 に 係 る 行 為 の 期 限 年 月 日

延 長 を 受 け よ う と す る 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

延 長 を

必 要 と

す る理由

１ この申請書は、災害その他やむを得ない理由がやんだ後すみやかに提出してく

ださい。

２ 期限の延長を必要とする理由を証明する書類を添付してください。

注 意 事 項 ３ 期限の延長は、延長を必要とする理由がやんだ日から２月を限度とします。

４ 災 害 等 に よ り 、 申 告 税 額 を 計 算 す る こ と が で き な い 場 合 は 、

「税額」欄の記入は必要ありません。

令和２年３月３１日（火） 群 馬 県 報 号 外 （第１９号）
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第
百
十
号
様
式
中
「第

１
４

７
条

の
１

９
第

２
項

」
を
「第

１
４

７
条

の
１

８
第

２
項

」
に
改
め

る
。第

百
二
十
二
号
の
九
様
式
中
「平

成
７

年
法

律
第

６
６

号

）附
則

第
４
条

第
１

項

」
を
「平

成
３

０
年

法
律
第

２
１

号

）附
則

第
３
条

第
１

項

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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